
 

 

 

 

国官参イ第１４２号 

令和７年１２月２６日 

 

 

 

株式会社  タダノ  

代表取締役社長 氏家 俊明 殿 

 

国 土 交 通 大 臣 

           （ 公 印 省 略 ） 

 

                               

 

 

低 騒 音 型 建 設 機 械 の 指 定 に つ い て 

 

 

 

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示 

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を 

低騒音型建設機械に指定する。  



　　別表（低騒音型建設機械）
指定番号 機　　　　種 型　　　式 　　申　　請　　社　 名 備 考

7200 トラッククレーン AC 5.250-2 吊上能力 125.3 t吊 × 5.0 m (株)タダノ 　

7201 ホイールクレーン GR-700N-3 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m (株)タダノ 　

　　　　　　　　　　　諸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。



 国 官 参 イ 第 4 1 号

 令 和 ７ 年 ６ 月 3 0 日

株式会社　タダノ

 代表取締役社長 氏家 俊明 殿

 　国 土  交  通  大  臣

 （ 公 印 省 略 ）

低騒音型建設機械の指定について

 　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

 第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

 低騒音型建設機械に指定する。



　　別表（低騒音型建設機械）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
7167 トラッククレーン AR-7000N-1.1 吊上能力 700 t吊 × 2.7 m (株)タダノ 　

諸　　　　　　　　　　　　元

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。



株式会社 タダノ

代表取締役社長 氏家俊明 殿

国官参イ第 32 号

令和6年 6月 28日

国土交通大臣

（公印省略）

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。



別表（低騒音型建設機械）

指嘉9|トラックク’ーン種 型式
AC 7.450-1 

※備考欄に『O』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。

吊上能力 172.5諸 t吊 X元 5 mI（株）夕：ノ請社名 I備考



（株）タダノ

代表取締役社長 氏家俊明 殿

国官参イ第 1 2 4号

令和 5年 12月 28日

国土交通大臣

（公印省略）

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。



別表（低騒音型建設機械）

指冒仁厨号：ン種
型式

eGR-250N-1 
AC5.120-1 

※備考欄に『O』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。
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（株）タダノ

代表取締役社長 氏家俊明 殿

国総公第 1 1 2 号

令和 4 年 9月 2 2日

国土交通大臣

（公印省略）

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。



別表（低騒音型建設機械）

指定番号｜ 機 種
6861 ｜ホイールクレーン
6862 1ホイールクレーン

型式
GR-130NL(2附－2
GR-130N(2W)-2 

※備考欄lこ『0』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。
諸 元 ｜申請社名｜備考

吊上能力 13 t吊 × 1.5 m I＜株）タダノ
吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m I＜株）タダノ



（株）タダノ

代表取締役社長 氏家俊明殿

国総公第 1 3 5 号

令和 3年 12月 15日

国土交

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する 。



型式
GR 160N 5 

※備考欄に『0』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。

諸 元 ｜申請社名｜備考

吊上能力 16 t吊 × 3 m ｜（株）タダノ I Q 







（株）タダノ

代表取締役社長

多田野宏一殿

電，z

国総環リ第 4 4 号

平成 29年 9月 29日

国土交通

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する 。



別表（低騒音型建設機械）

指定番号｜ 機 種
6124 1ホイール空レーン

式型一… 吊上能力

諸
4.9 trrl_ 

;re; 

X 2.0 
申請社名

m 1（劃タダノ
備考

※備考欄Iこ『0』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。



国総環リ第 1 6 2 号

平成 29年 12月 28日
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殿
炉ムー・

友 一多田野代表取締役社長（株）タダノ

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。



別表（低騒音型建設機械）

指定番号｜ 機 種
6178 ｜ホイールクレーン
6179 ｜ホイールクレーン

式一
叫
2

ニ－
n
L

再叫＝。
L
一
一

一
一
一
『
」

一N
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－nu
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z
d

＝d
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D
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※備考欄lこ『0』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。
諸 元 ｜申請社名

吊上能力 4.9 t吊 × 5.o m I（株）タダノ
吊上能力 13 t吊 × 1.5 m I（株）タダノ

備考



国総環リ第 6 3 号

平成 28年 9月 30日
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代表取締役社長

殿

（株）タダノ

多田野宏一
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低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。
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国総環リ第 1 0 0号

平成 30年 9月 28日

（株）タダノ

代表取締役社長多田野宏一殿

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示

第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。



別
表
（
低
騒
音
型
建
設
機
械
）
．

※
備
考
欄
に
『
0
』
の
印
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
超
低
騒
音
型
建
設
機
械
の
標
識
（
ラ
ベ
ル
）
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

指
定
番
号

機
種

型
式

諸
::n:
; 

申
請
宇
土
名
I
備
考

6
2
9
7
 
ク
ロ
ー
フ
ク
レ
ー
ン

G
T
C
-
8
0
0
 

吊
上
能
力

8
0
 
t
 

×
 

3.
0 

打
1
（
株
）
タ
ダ
ノ

6
2
9
8
 
ホ
イ
ー
ル
ク
レ
ー
ン

G
R
-
6
0
0
N
-
3
 

吊
上
能
力

6
0
 
t
 

×
 

1.
8 

打
1
（
株
）
タ
ダ
ノ

6
2
9
9
 
ホ
イ
ー
ル
ク
レ
ー
ン

G
R
-
l
O
O
O
N
-
1
 

吊
上
能
力

10
0 
t
 

×
 

1.
6 

打
1
（
株
）
タ
ダ
ノ

6
3
0
0
 
ホ
イ
ー
ル
ク
レ
ー
ン

Q
R
-
1
1
0
0
E
X
-
3
 

吊
上
能
力

11
0 
t
 

×
 

2.
5 

円
1
（
株
）
タ
ダ
ノ



澗
)

国総環リ第 7 6 号

平成 26年 12月 19日

株式会社 タダノ

代表取締役社長 多田野宏一殿

国土交
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低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成九年建設省告示

第千五百三十六号)第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する 。



型式
GR-500N-2 吊上能力

諸

50 t吊
フE

× 

※備考欄lこWO]の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

2.3 
申請社名

m IC禄汚すフ
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国総環リ第 5 9号

平成 25年 9月 26日

株式会社タダノ

代表取締役社長 多田野宏一 殿

国土交通大

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型 ・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成九年建設省告示

第千五百三十六号)第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。
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※備考欄lこWO]の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。
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m I (株)タダノ
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m I (株)タダノ



【問い合わせ先]

国土交通省総合政策局公共事業企画調整課

環境・リサイクル企画室

干100-8918

東京都千代田区霞が関 2-1-3

Mai1: okamoto-y84vx@m1it.go.jp 

環境技術係長岡本

Te1: 03-5253-8111 (内線24554) 03-5253-8271 (課内直通)

Fax: 03-5253-1551 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 













低騒音型建設機械＜９７年新基準＞／国土交通省発行指定通知書写し

（GR-250N-1）
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(株)タダノ

代表取締役社長 多田野宏一殿

国総施第 116号

平成 16年 3月 1日

国土交通

低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成九年建設省告示

第千五百三十六号)第二条第 1項の規定により、別表に掲げる建設機械を

低騒音型建設機械に指定する。



別表(低騒音型建設機械)

機種

ホイールクレーン

型

GR-I00NR-l 

r¥ 

式

吊上能力

諾 フE

4.9 t吊×

/戸、

申 請 社 名

4.5 m I (株)タダノ
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